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日本の都市財政におけるフライペーパー効果*1

─地方交付税と国税減税の等価性の検証─

  最近の地方分権に関する活発な議論の中で，地方公共団体の財源に関する問題も一つの

焦点となっている。地方公共団体が税目や税率を設定することには制約がある一方で地方

交付税や国庫支出金などの国から地方への政府間補助金が大きな役割を果たしている現行

の地方財政制度から，どこまで地方分権が推進できるかは，地方公共団体の財源のあり方

（政府間補助金のあり方，国税と地方税の配分のあり方）にかかっているといっても過言

ではない。

  本稿では，わが国の都市財政における「フライペーパー効果（flypaper effect）」に関し

て包括的な実証分析を行い，地方交付税（国から地方への一般定額補助金）と国税減税の

政策的異同を明らかにした。

  これまでの地方公共財に関する理論的分析では，中央政府による一般定額補助金は，

（定額の）国税減税を通じた個人所得の増加と同じ効果を持つことを暗黙の前提としてい

る。この定額補助金と定額の減税との等価性は，Ｂradford-Ｏatesの等価定理と呼ばれてい

る。この下では，地方政府による分権的な政策決定に伴って地方公共財供給などに非効率

が生じても，中央政府が地域間再分配政策によってその非効率を解消することができる。

しかし，アメリカなどでのデータではＢradford-Ｏatesの等価定理が成り立たない，つまり

定額補助金の増加は，それ相当額の国税減税（に伴う個人所得の同額の増加）よりも地方

歳出（地方公共財の支出）への拡大効果の方が大きいという実証結果が得られている。こ

の現象は「フライペーパー効果」と呼ばれている。フライペーパー効果が存在するとき，

地方政府による分権的な政策決定に伴って生じた非効率に対して，フライペーパー効果を

考えず中央政府が地域間再分配を行うと，その非効率を完全には解消できないこととなる。

したがって，フライペーパー効果を正しく認識することは，経済厚生の観点からも重要に

なると言える。

  昭和50，55，60年度，平成２年度の全国全ての都市（東京都の特別区を除く）をサンプ

ルとして，フライペーパー効果の検定をＧＭＭ（一般化モーメント法）の推定によって試

みた。推定結果から，不交付団体ではフライペーパー効果が認められないものの，交付団

体，特に地方交付税が固定資産税収より多い交付団体ではフライペーパー効果が認められ
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た。このことは，地方歳出総額についてのマクロ・フライペーパー効果についても，民生

費と普通建設事業費でのミクロ・フライペーパー効果についても同様に言える。

  この結果は，次のように解釈できる。不交付団体や固定資産税収が地方交付税の交付額

よりも多い交付団体のように交付額が相対的に少額ならば，地方税，特に固定資産税（の

課税対象資産の評価率）を（意図するか否かを問わず）実質的に減税することで，地方交

付税の効果を相殺できるためにＢradford-Ｏatesの等価定理が成り立つ（フライペーパー効

果が生じない）状況が考えられる。一方，歳入全体に占める地方交付税の割合が高い交付

団体では，地方税を減税しても定額補助金の額を相殺するには至らず，地方歳出を大きく

してしまうこととなる。

  本稿の分析から，フライペーパー効果が生じる要因として日本の地方財政制度の下では

地方税の減税に制約があることが示された。地方政府に課税自主権がほとんどない日本の

地方財政制度の下で，フライペーパー効果が生じることの政策的含意は，国がフライペー

パー効果を正しく認識せずに地方交付税を交付すると，フライペーパー効果が認められた

都市では国が予定している以上に歳出を増やしてしまう可能性があるということである。

さらに，今後進められる地方分権への政策的含意としては，地方交付税を縮小して国税か

ら地方税へ財源を移転して地方に課税自主権を与えたとき，フライペーパー効果を考慮し

なければ予定したよりも地方歳出が小さくなる可能性があり，目指していた地方分権が達

成できない可能性があると言える。したがって，本稿でのフライペーパー効果の分析は，

今後の地方分権のあり方を考える意味でも重要である。

Ⅰ．はじめに

  平成７年５月に成立した地方分権推進法を受

けて，地方分権に関する議論が最近活発に行わ

れている。その中で地方公共団体の財源に関す

る問題も一つの焦点となっている。現在の日本

の地方財政制度では，地方公共団体が税目や税

率を設定することには制約がある一方で，地方

交付税や国庫支出金などの国から地方への政府

間補助金（intergovernmental grants)が大きな

役割を果たしている。現行制度からどこまで地

方分権が推進できるかは，地方公共団体の財源

のあり方にかかっているといっても過言ではな

い。それだけに，政府間補助金のあり方，国税

と地方税の配分のあり方は今後の地方分権の姿

を占う意味で重要であるといえる。特に，現行

制度から改革を行うには国の財源をある程度地

方に移譲することとなるため，国税と政府間補

助金のあり方をいかにするかが焦点となる。

  国税と政府間補助金（特に地方交付税）のあ

り方については，地方公共財に関する先行研究

が大きな示唆を与える1)。この文脈での議論を

整理すると，以下のようになる。

  まず理論的には，地方政府による分権的な政

策決定は，（中央計画当局によって実現される

ような）社会的に最適な地方公共財供給と経済

全体の最適な人口分布が常に実現できるとは限

らないが，分権的な政策決定による非効率は中

央政府による地域間再分配政策によって解消さ

れ社会的最適と同じ状況を実現できる，という

1〕　詳細は，Ａtkinson-Ｓtiglitz（1980）などを参照されたい。
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ものである2)。この理論的分析では，中央政府

による一般定額補助金（unconditional lump-su-

m grants：使途を特定しない定額の補助金）

は，定率補助金（matching grants）に比べて租

税価格が歪まないだけでなく，（定額の）国税

減税を通じた個人所得の増加と同じ効果を持つ

ことを暗黙の前提としている。この定額補助金

の効果は，Ｂradford-Ｏatesの等価定理と呼ばれ

ている。Ｂradford-Ｏates(1971)では，定額補助

金は，個人への直接的な所得移転に対する単な

る「ヴェール」であり，（定額の）国税減税を

行ったときと同じになることを示している3)。

  しかし，実証的にはこのＢradford-Ｏatesの等

価定理が成り立たないという結果が，アメリカ

などでのデータで得られている。つまり，定額

補助金の増加はそれ相当額の国税減税（に伴う

個人所得の同額の増加）よりも，地方政府の財

政支出（地方公共財の支出）への拡大効果の方

が大きいという実証結果が得られている。この

現象は「フライペーパー効果(flypaper effe-

ct）」と呼ばれている。もしフライペーパー効果

が存在するならば，上記の理論的な分析から得

られる政策的含意をそのまま受け取ることはで

きない。例えば，地方政府による分権的な意思

決定に伴う非効率に対して，中央政府が地域間

再分配政策を行うとき，フライペーパー効果を

考えずに行うと，その非効率を完全には解消で

きないこととなる。したがって，フライペー

パー効果を正しく認識することは，政策を行う

際に経済厚生の観点からも重要になると言える。

  これを図で説明すると，図１のようになる。

ここでは，私的財(χ)と地方公共財(Ｇ)の２

財からなる経済で，（中央政府の政策を所与と

して）両財の消費から効用を得る通常の効用関

数を仮定する。図１の点Ｅは政府間補助金が交

付される前の効用最大化点である。いま，中央

  ところが，実際にはＡ’Ｂ’相当分の定額補助金

とＡＢ相当分の国税減税は等価でないというの

がフライペーパー効果である。つまり，ＡＢ相

当分の国税減税を行ったときには効用最大化点

Ｅ’を実現したとするならば，Ａ’Ｂ’相当分の定額

補助金を交付したときには点Ｅ’E'が実現せず，地

方公共財供給量が図１のＧ’よりも多くなるこ

とが，実証分析の結果から認められている。な

ぜ定額補助金を交付したときには最適な地方公

政府から地方政府へ定額補助金が （Ａ’Ｂ’大き

さだけ)交付されたとする。このとき，予算制

約式はＡＡ’からＢＢ’ヘシフトし，効用最大化点

は図１の点Ｅ’となる。これは，中央政府がＡＢ

相当分の国税減税を行って個人の可処分所得を

増やしたときでも，効用最大化点は同じ点Ｅと

なる。つまり，私的財と地方公共財に関して効

率的な選択をするならば，Ａ’Ｂ’相当分の定額補

助金とＡＢ相当分の国税減税は等価である。こ

れがＢradford－Ｏatesの等価定理である。この

下では，中央政府にとって定額補助金（日本で

は地方交付税）を交付する政策と国税を（定

額）減税する政策とには差異がないことになる。

図１ Ｂradford-Ｏatesの等価定理

２）　先行研究と日本の地方分権のあり方に関する詳細な議論は，土居（1996）でまとめられている。
３）　ただし、Ｂradford-Ｏates（1971）では地方政府に完全な課税自主権があるとして分析しているため，必ずしも

  国税減税でなくても（定額の）地方税減税でも同じである。しかし，本稿では（地方政府が税目や税率を自

  由に設定できない）日本の地方財政制度を分析対象としているため，敢えて国税減税と表現している。
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共財供給量が実現しないのか(フライペーパー

効果が生じるのか)が，理論的分析と実証分析

との間のパズルとされている。フライペーパー

効果が生じる要因に関する先行研究について

は，Ⅱ－２節で後述する。

  フライペーパー効果についての実証分析は，

アメリカなどにおけるものは数多く存在する

が，日本におけるものはごくわずかである4)。

しかも，これらの分析では，サンプルが不完全

な上，フライペーパー効果が存在するとしたも

のとしないとしたものがあり，結論が定まって

いない。そこで本稿は，日本の一般定額補助

金，つまり地方交付税が地方歳出に与える影響

について，クロスセクションでの実証分析を試

みる。

  本稿の構成は以下の通りである。まず，Ⅱ節

ではフライペーパー効果の定義，フライペー

パー効果が生じる要因，そして実証分析のため

の定式化を行う。Ⅲ節では，日本のデータによ

るフライペーパー効果の実証分析を行う。ここ

では，先行研究で用いられた手法を踏襲する。

Ⅳ節は，日本におけるフライペーパー効果の要

因について考察する。Ⅴ節で，本稿での結果を

まとめる。

Ⅱ．理論的枠組み

Ⅱ－1  フライペーパー効果の定義

  フライペーパー効果の定義は，Ｆisher（1982）

で厳密な定義が与えられている。ここで，地方

政府の公共財供給額（財政支出）をＧ，住民１

人当たりの（地方税）課税前所得を y ，地方税収
に占めるその住民の租税負担の割合を h ，中央
政府から地方政府への一般定額補助金を総額で

Ｚ，この地域の人口を n，１人当たりの一般定額
補助金を z ＝Ｚ／ nとすると，Ｇに関する z の弾

力

の関係は

と表せる5)。この式を変形して，

となる。この関係は理論的に成立するはずのも

のである。そこで，一般定額補助金の増加は相

当分の個人所得の増加よりも，地方政府の地方

公共財に対する支出への拡大効果の方が大きい

ということを(1)式と同様の表現で定義すると，

フライペーパー効果は

または，弾力性表現で

と表せる。ここでの添字 eは，推定値の意味で
ある。したがって，(1)式が成り立つか否かで

フライペーパー効果が存在するかを検証する。

Ⅱ－２　フライペーパー効果の諸要因

  フライペーパー効果を生じさせる要因につい

4)   私の知る限り，日本の都市財政のおけるフライペーパー効果の実証分析は，長峰（1988）と塚原（1988）のみ

 である。しかも，長峰（1988）は，昭和58年度の全国180都市をサンプルとしてフライペーパー効果が存在して

 いるという結果を得ているのに対し，塚原 ( 1988)は，昭和59年度の東京都内26都市をサンプルとしてフライ

 ペーパー効果は存在しないという結論を得ている。
５）　 'yyhz ≡+ とすると，ε zG, ＝ε yG, （ε ',yy ／ε ',yz ）となることから求まる。
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より低下しないので住民は反対しない。した

がって，Ｇ'が実行されることになる。

  また，その地域の投票者の行動によるものと

しては，中位投票者（またはpivotal voter）が公

共財の限界価格と平均価格とを錯覚することに

よるもの(Ｏates(1979)，Ｃourant-Ｇramlich-Ｒubi-

nfeld(1979)，Ｂorge(1995))，中位投票者が補助

金額を錯覚することによるもの(Ｆilimon－Ｒome-

r-Ｒosenthal(1982))，政府の予算決定過程での

圧力団体のロビー活動によるもの(Ｄougan-Ｋ-

enyon(1988))などがある。

ては，これまで様々な研究がなされている。こ

れらをＦisher(1982)，Ｗyckoff(1991)らの分類に

よってまとめると，地方政府当局の行動による

ものとその地域の投票者の行動によるものに分

けられる。

  まず，フライペーパー効果の要因が地方政府

当局の行動によるものとしては，中央政府が定

額補助金を公的プロジェクトとパッケージ化す

るのに伴い地方政府が獲得した定額補助金を公

共財供給に費やさざるを得ないためによるもの

(Ｃhemick(1979))，公共財供給がその地域の所

得に依存することから所得が地方公共財の生産

要素と見なす(income-as-an-input)ことによる

もの(Ｈamilton(1983))，天井付き(closed end)定

率補助金の満額支給に伴う「定額補助金」化に

よって，公共財供給量の誤認が公共財の価格の

錯覚を生じさせることによるもの(Ｍoffit t

(1984)，Ｍegdal(1987))，地方政府（官僚）が予

算最大化を目的とするために議題を操作する

(agenda setting model)ことによるもの(Ｒome-

r-Ｒosenthal(1980)，Ｗyckoff(1988))，などがあ

る。地方政府の予算最大化行動の結果としてフ

ライペーパー効果が生じる理由は，図２で示さ

れる。定額補助金交付前の地方公共財の最適供

図２　地方政府の予算最大化による

      フライペーパー効果

給量がＧ＊，交付後の最適供給量がＧ＊＊であった

とする。予算最大化を目指す地方政府がこのと

き供給量を最大Ｇ'としても，交付前の効用水準

Ⅱ－3　単一国家におけるフライペーパー効果

  ここで注意したいのは，これまでのフライ

ペーパー効果についての研究は，アメリカ，カ

ナダ，ドイツなどの連邦国家(federal state)の財

政制度を前提としているのがほとんどである。

日本の地方政府についての実証分析を行うに

は，必ずしもこの議論をそのまま受け入れられ

ない。特に，単一国家(unitary state)の場合，地

方政府には税目や税率の設定について何らかの

制限がある。したがって，中央政府からの一般

定額補助金を受け取っても，裁量的な地方税減

税ができずそのまま地方歳出に当てられる可能

性が高い。つまり，フライペーパー効果が制度

的に自ずから存在するということとなりうる。

  ただ，日本の場合，固定資産税(特に固定資

産税課税対象の資産評価額)の設定については

地方政府の裁量の余地があり，しかもその固定

資産税収が市町村の全税収の約40％をしめる現

状では，地方政府にそれなりの租税政策が行え

るという解釈も成り立つ。この状況の下で，定

額補助金を受け取っても地方政府が（意図した

か否かに関わらず）実質的な減税政策を実際に

行えば，フライペーパー効果が現れない可能性

もある。

  本稿では，日本での一般定額補助金である地

方交付税が，地方歳出に与える影響として前者

と後者のどちらが大きいかを分析する。フライ

ペーパー効果が認められれば前者が，認められ

なければ後者の効果が大きいと考えられる。
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最大化問題  ちなみに，単一国家での実証分析として日本

以外には，イギリスのデータを用いたＣuthber

Ｆoreman-Ｐeck-Ｇripaios（1981），Ｂarnett-Ｌev-

aggi-Ｓmith（1991），フランスのデータを用いた

Ｈeyndels-Ｓmolders(1994)などがある。

Ⅱ－4  モデル

  以上の議論を踏まえて，本稿での実証分析の

ためのモデルを示すこととする。まず，地方政

府の意思決定は，住民の地域間移住の効果を考

えない意味で近視眼的(myopic)で，中央政府の

政策は所与とし，代表的住民の効用最大化を行

うものとする。この経済での個人は皆同質であ

るとする。効用関数は，地方公共財の実証分析

に関する先行研究でよく用いられている

Ｓtone-Ｇeary型を仮定する。このとき，効用関

数は（地域 iにおいて）

の１階条件より，地方公共財（地方政府の財政

支出）の需要関数は，

となる。この式を基に実証分析で用いる推定式

を，

とする。 ( )iniyiY = ， ( )iniziZ = はそれぞれ，(市町

村税)課税前所得，中央政府からの一般定額補

助金の地域 i の総額を表す。ただし，ここでの
( )iGimiM = は中央政府からの定率補助金総額

である。νi は誤差項を表す。(7)式の推定上の

問題についてはⅢ－２節で後述する。

  (6)式の下で,Ｇに関するｚの弾力性ε zG , と yの

弾力性ε yG , の関係は

地方政府の予算制約式は，

となる。ここで， は地方政府 i の1人当たり
地方税収， im は中央政府からの定率補助金の

率を表す。代表的住民の予算制約式は，

となる。(8)式が成り立つとき，定義よりフラ

イペーパー効果は生じていない。そこで，ここ

のフライペーパー効果の検証は，(7)式でβ1＝

β2の仮説検定をする形で分析を進めることと

する。

となる6)。ここでは，一般性を失うことなく，

私的財と地方公共財の限界変形率を１と仮定し

ている。また注意したいのは，ここでの iy は，
次節の実証分析では国税・道府県税課税後の１

人当たり所得を考えている。なぜ，国税・道府

県税課税後としたかはⅢ－１節で後述する。

  以上より，地方政府による代表的住民の効用

6）   住民が異質的ならば， ih を住民の租税シェアとすると予算制約式は

 人の仮定から ih ＝1であるため，（5）式のようになる。

となる。しかし，同質的な個



日本の都市財政におけるフライペーパー効果：地方交付税と国税減税の等価性の検証

- 7 -

Ⅲ．実証分析

Ⅲ－1  先行研究との比較

  本稿でのモデルが日本の都市データでの先行

実証分析と異なる点は，(7)式での所得で国税

・道府県税を控除していることである。これ

は，個人の予算制約と財政制度とを整合的にす

るためである。先行の実証分析では個人の予算

制約の所得は，単なる課税前所得である。中央

政府の政策は地方政府にとって所与としている

ため，補助金(定額，定率とも)は天下り式に

地方政府の予算制約式に入るが，その財源は各

地域に住む個人から徴収しなければならない。

このことを定式化すれば，個人の予算制約式で

は所得から中央政府(ないしは当該地方政府の

上部政府(upper government))が徴収する税金

は控除されるべきである。したがって本稿で

は，国税・道府県税課税後所得を用いることと

する。

  国税・道府県税課税後所得でなく，単なる課

税前所得を用いると，フライペーパー効果が

誤って認められたり，過大に評価されたりする

こととなる。ここで，簡単化のため，国税と道

府県税を合わせた課税額を所得と比例的にりと

表せるとする7)。ｔは国税と道府県税を合わせ

た所得税率で， y に国税・道府県税課税前所得

を用いたとする。個人の予算制約式をこの形に

書き換えると（5）式は

となる。(6')式からわかることは，０ ≤ｔ ≤１だ

からＹの係数はＺの係数より理論的に小さくな

る。先の(7)式を国税・道府県税課税後(市町

村税課税前)所得(１－ｔ) yでなく国税・道府県税

課税前所得 yを用いて推定すると，Ｂradford-
Ｏatesの等価定理が成り立っていてもβ1＝β2

の仮説は棄却されてしまう。つまり，それだけ

フライペーパー効果が認められ易くなるのであ

る。

本稿では，以上の理由により国税・道府県税

課税後（市町村税課税前）所得を用いて実証分

析を行うこととする。

Ⅲ－２  実証分析における留意点

  フライペーパー効果の検証にあたり，日本の

都市財政のデータを用いて(7)式を推定する。

しかし，各都市のよって財政状況，地理的環境

などが大きく異なる。そのため，推定式の誤差

項の分散共分散の構造が単純な最小２乗法が想

定しているほど単純ではない。推定値の分散共

分散が信頼できるものにするには，特別な方法

で推定する必要がある。そこで，ここでは

ＧＭＭ（一般化モーメント法）による推定を試

みる8)。

  ＧＭＭによる推定では，操作変数を必要とす

る。操作変数として用いる変数は，各都市別の

データで収集可能なものでなければならない。

しかし，収集可能な都市別のデータは限られて

おり，国勢調査や住宅統計調査など５年に１回

となる。この下で地方政府が，中央政府の政策

を所与として代表的住民の効用最大化を行う

と，(6)式は

7 )   国税・道府県税では所得税，道府県民税などといった所得に比例した税収が大きなウエイトを占めている。

  ここではこのことを表現したものである。
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しか行われないものがほとんどである。その制

約から，(7)式の推定も操作変数に用いる変数

が収集可能な年（年度）のみ可能となる。

  このような制約から，サンプルは昭和50，

55，60年度，平成２年度(国勢調査の年)の，

全国全ての都市とする。東京都の特別区は地方

交付税（特別交付税までも）が交付されていな

いためこれに含めていない。操作変数に用いた

データは，前述の説明変数の他に，利用可能な

データとして，各都市の人口密度，０歳から４

歳までの人口割合，５歳から14歳までの人口割

合，65歳以上の人口割合，失業率，高額所得者

・納税者の人口割合，第１次産業の就業者の構

成比，第２次産業の就業者の構成比，持ち家比

率，財政力指数，面積の中から，有意な結果が

得られたものを用いた。データの構築について

は，文末の付録を参照されたい。

  また，ＧＭＭではモデルの妥当性を検証する

べく，説明変数と操作変数の個数に関連して過

剰識別制約(over-identifying restrictions)の検定

を行わなげればならない9)。この検定は，操作

変数と誤差項の直交条件が成立する下で，

Ｈansenの検定統計量が（操作変数の個数一説

明変数の個数）を自由度とするχ2分布に従う

ことから検定できる。統計量(値)が臨界値よ

り小さければ，過剰識別条件(ひいては直交条

件)が成立し，そのモデルが妥当であると言え

る。本稿で採用した推定結果は，この条件が成

立する推定式を用いている。

  フライペーパー効果の検定は，β1=β 2の制

約に関するＷａｌｄ検定で検討した。この検定で

は，Ｗａｌｄ統計量が3.841（自由度１のχ2分布

の95％点）以上ならば，フライペーパー効果が

ないという仮説（β1＝β2）は棄却される。

  地方公共財に関する実証分析では，(7)式の

ような線形モデルだけでなく，対数線形モデル

もしばしば用いられる。線形モデルか対数線形

モデルかの関数型の検定をＰＥテストで行った
10)。ＰＥテストの結果，線形モデルは次のⅢ－

３節で分析する全ての標本で棄却されなかった

が，対数線形モデルはいくつかの標本で棄却さ

れた。そのため，本稿では線形モデルで推定し

た。

  また，(7)式の被説明変数として，本稿では

地方歳出総額を用いている。先行研究では，こ

の被説明変数に１人当たりの額がしばしば用い

ている。被説明変数に１人当たりの額を用いる

か総額を用いるかは，効用関数(3)式の iG にど

ちらを用いるかの問題つまり地方公共財の公

共性(publicness)の問題である。両方のケース

を別途推定したが，1人当たりの額を被説明変

数にした推定式の当てはまりがかなり悪かった

ため，本稿では総額を被説明変数として用いた。

Ⅲ－3  実証結果

  まず，全都市のデータをプールして推定した

結果は，昭和50年度は表１，昭和55年度は表

３，昭和60年度は表５，平成２年度は表7の通

りである11)。これらの表では，過剰識別制約

の検定については検定統計量の値とp値を示し

ており，p値が５％(0.05)を上回っていればそ

のモデルが妥当であることを示す。各推定式で

操作変数の個数（組合せ）が異なるため，自由

度が異なる。したがって，検定統計量の値を示

８ ）   誤差項の分散不均一性が推定にバイアスをもたらすことを避けるための推定法として２段階最小２乗法，

  GMM(一般化モーメント法 )などがある。GMMは，条件付き分散均一性 (操作変数を情報集合としたときの

  誤差項の条件付き分散が有限な定数になる )を満たすとき，２段階最小２乗法と同じになる。本稿でGMMを

  採用したのは，各推定式で先の条件付き分散均一性が満たされるかどうかが不明なためである。
９）    過剰識別の条件は、係数の次数条件に相当する。
10 ）   ＰＥテストはＭacKinnon-Ｗhite-Ｄavidson（1983）による。ＰＥテストは，モデルの特定化の検定の一つであ

  るＪテストの一種である。
１１）   定数項や人口 n の係数が有意でないものがある。しかし，効用関数（3）式でγ０，γ1が０に近ければこれら

  の値は０に近くなる。そのため，有意でないことがあり得る。このことは以下の推定式でも同様である。
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しても臨界値が異なるため，p値を示すことに

した。また，フライペーパー効果の検定につい

ても，係数制約についてのＷａｌｄ統計量の値と

p値を示している。

表２　昭和50年度
推定法：ＧＭＭ

表１　昭和 5 0 年度
推定法：ＧＭＭ
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表３　昭和55年度
推定法：ＧＭＭ

表４　昭和55年度
推定法：ＧＭＭ
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表５　昭和60年度
推定法：ＧＭＭ

表６　昭和60年度
推定法：ＧＭＭ
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表７　平成２年度
推定法：ＧＭＭ

表８　平成２年度
推定法：ＧＭＭ
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  推定結果によると，各年度において全国の都

市全体としてフライペーパー効果がないという

仮説は棄却される。全国の都市が同じ行動を

行っているとみなされれば，この結果をもって

日本の都市ではフライペーパー効果が認められ

ると結論づけられよう。しかし，地域によって

自治体の行動，ひいては住民が求める公共財が

異なるという事実は十分に存在する。

  そこで，全国の都市を地域別に分けて推定す

る。地域は，北海道・東北，北関東，南関東，

北陸・甲信越，東海，近畿，中国・四国，九州

に分けた12)。各地域における(7)式の推定結果

は，昭和50年度は表１，昭和55年度は表３，昭

和60年度は表５，平成２年度は表７の通りであ

る。この結果より，各年度とも北海道・東北，

北関東，北陸・甲信越，九州地方の都市では，

フライペーパー効果がないという仮説は棄却さ

れる。ところが，南関東，東海，近畿，中国・

四国（平成２年度除く）地方の都市では，フラ

イペーパー効果がないという仮説が棄却されな

い。つまり，全国の都市で一律にフライペー

パー効果が認められるというわけではなく，南

関東，東海，近畿，中国・四国地方の都市では

フライペーパー効果が認められない結果が得ら

れた。

  なぜ，これらの地方にだけフライペーパー効

果が認められないという結果となったのか。こ

れは地域の割り方に依存しているのか。このこ

とを検討するため，全都市を人口規模別に分け

て推定する。人口規模は，人口20万人以上（大

都市除く），10万人以上20万人未満，５万人以

上10万人未満，３万人以上５万人未満，３万人

未満に分けた。その推定結果は，昭和50年度は

表２，昭和55年度は表４，昭和60年度は表６，

平成２年度は表８の通りである。これによる

1 2 )    各地方の分け方は次の通りである。北海道・東北 (北海道，青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島 )，北関

  東 (茨城，栃木，群馬，埼玉 )，南関東 (千葉，東京，神奈川 )，北陸・甲信越 (新潟，富山，石川，福井，山

  梨，長野 )，東海 (岐阜，静岡，愛知，三重 )，近畿 (滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山 )，中国・四国

  (鳥取，島根，岡山，広島，山口，徳島，香川，愛媛，高知 ) ，九州 ( 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮

  崎，鹿児島，沖縄)。

と，20万人以上（大都市除く）の都市では全て

の年度でフライペーパー効果が認められないと

いう結果が得られる。また，５万人以上10万人

未満の都市では昭和50，55，60年度において，

10万人以上20万人未満の都市では昭和50，55年

度においてフライペーパー効果が認められない

結果が得られている。このことは，ある地方に

限りフライペーパー効果が認められないとは必

ずしも言えず，全国にある人口規模の大きい都

市でもフライペーパー効果は存在しない可能性

を示唆している。

  ただ，人口規模別の結果は，人口規模が大き

い都市でフライペーパー効果が認められないと

は結論づけられない。なぜならは，昭和60年度

においては，５万人以上10万人未満の都市では

フライペーパー効果が認められないのに，10万

人以上20万人未満の都市ではフライペーパー効

果が認められ，20万人以上（大都市除く）の都

市ではフライペーパー効果が認められないとい

う結果になっている。さらに，地方別で推定し

た結果でフライペーパー効果が認められないと

いう地方は，南関東，東海近畿地方では相対

的に人口規模の大きい都市（特に20万人以上の

都市）が多いが，中国・四国地方ではそうでは

ない。その意味で，フライペーパー効果を説明

する上で地域別の結果と人口規模別の結果とは

直観的に整合的な解釈が成り立たない。

  それでは，地域別の結果と人口規模別の結果

とを整合的に説明できるフライペーパー効果の

要因は何であるかを考える。そもそも，Ⅱ節で

既に言及したように，地方交付税の交付額が少

額ならば，地方税を（意図するか否かは問わ

ず）実質的に減税することで最適な地方公共財

供給が実現できれば，Ｂradford-Ｏatesの等価定

理が成り立つ（つまりフライペーパー効果が生
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表９－１　地方別・人口規模別：自治体数

（昭和50年度）

じない)状況が考えられ得る。地方交付税の交

付額が大きければ，地方税を（意図するか否か

は問わず）実質的に減税できても，地方交付税

を相殺するほどには至らず，その分だけ地方公

共財供給が過大になる可能性がある。つまり，

フライペーパー効果が生じうる。

  日本の地方財政制度のもとで，地方交付税の

交付額が少額である自治体は，普通交付税が交

付されず，少額の特別交付税のみ交付される不

交付団体である。このことから，フライペー

パー効果が生じない都市として不交付団体とな

る都市が，フライペーパー効果が生じる都市と

して交付団体となる都市が考えられる。そこ

で，各地方の都市を人口規模別に分類した分布

表が表９である。表９を見ると，フライペー

パー効果が認められなかった地域，人口規模の

都市では不交付団体が相対的に多いことが分か

る。この表から裏付けられるように，日本の都

市財政においてフライーぺ一パー効果が認めら

れるのは交付団体となる都市であることが推測

される。

  そこで，交付団体と不交付団体に分けて推定

した。その結果が，昭和50年度は表２，昭和55

年度は表４，昭和60年度は表６，平成２年度は

表８である。これによると，不交付団体では，

各年度において５％有意水準のＷａｌｄ検定でフ

ライペーパー効果が認められない。一方，交付

団体全体では，各年度においてフライペーパー

効果が認められるという結果が得られた。した

がって，日本の都市において上記の推論が正し

いことが認められた。日本の全都市を標本とし

て時にフライペーパー効果が認められたのは，

交付団体の方が圧倒的に多いからである。
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（昭和55年度）

表９－２　地方別・人口規模別：自治体数

(昭和60年度)
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（平成２年度）

10，普通建設事業費は表11の通りである。ここ

でも，Ｗａｌｄ検定により，Ｗａｌｄ統計量が3.841

（自由度１の２分布の95％点)以上ならば，フ

ライペーパー効果がないという仮説(β1＝β2)

は棄却される。

  この表から結論づけられることは，民生費，

普通建設事業費とも，マクロ・フライペーパー

効果と同様に，不交付団体ではフライペーパー

効果は認められないが，交付団体では認められ

るということである13)。

Ⅲ－4  ミクロ・フライペーパー効果の実証分

        析

  この論文では，ここまでは被説明変数として

地方歳出総額を取って分析してきた。Ｂrennan-

Ｐincus(1990)によると，被説明変数の財政支出

として地方歳出総額をとるときのフライペー

パー効果をマクロ・フライペーパー効果とい

い，個別経費をとるときのフライペーパー効果

をミクロ・フライペーパー効果という。この定

義に基づけば，本稿ではこれまでに，マクロ・

フライペーパー効果が交付団体で存在すること

を明らかにしたこととなる。

  ここでは，Ⅲ－２節での被説明変数を地方歳

出総額に換えて，経常支出を代表して民生費，

資本支出を代表して普通建設事業費を用いて実

証分析した。ここでのサンプルは前節と同じだ

が，不交付団体ではフライペーパー効果は認め

られないが，交付団体では認められるという前

節の結果を踏まえ，不交付団体と交付団体にサ

ンプルを分けた。各年度の結果は，民生費が表

13)    ただし，昭和60年度の民生費では，交付団体においてフライペーパー効果が認められないという逆の結果

  になっている。
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表10  被説明変数：民生費

推定法：ＧＭＭ

表11  被説明変数：普通建設事業費

推定法：ＧＭＭ
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Ⅳ.日本の地方財政制度とフライペーパー効果

Ⅳ－1  地方税制とフライペーパー効果

  以上の結論を，日本の地方財政制度と整合的

に説明できるかを検討する。不交付団体ではフ

ライペーパー効果は認められなかった。不交付

団体のように交付額が相対的に少額ならば，地

方税，特に固定資産税を(意図するか否かは問

わず)実質的に減税することで，地方公共財供

給をより効率的にすることができるためにフラ

イペーパー効果が生じない状況が考えられる。

  これを図示したのが，図３である。一方，歳入

全体に占める地方交付税の割合が高い交付団体

では，固定資産税などの地方税を減税しても定

額補助金の額を相殺するには足らず，地方公共

財供給量を多くしてしまうこととなる。これを

図示したのが，図４である。

  このように，地方交付税の交付に対して，地

方公共団体が結果的に地方税を減税すること

で，フライペーパー効果が生じなくなる。不交

付団体ならば，少額の特別交付税のみ交付され

ているため，その可能性は十分考えられるが，

交付団体でも，歳入全体に比して少額しか普通

交付税を交付されていない団体ならば，図３の

状況が考えられる。しかし日本の現行の地方財

政制度の下では地方税法の範囲内での税率設定

しかできないため，都市にとって固定資産税の

課税対象資産の評価率を通じて行うのが地方税

を実質的に減税する１つの可能性である。

  ここで，固定資産税の税収と地方交付税の交

付額を比較して，前者が大きい都市で図３の状況

が生じているかを分析した。今回の分析はマ

クロ・フライペーパー効果についてである。そ

の結果が，昭和55年度は表４，昭和60年度は表

６，平成２年度は表８に示されている14 )。こ

れによると，固定資産税の税収の方が地方交付

税の交付額より大きい都市では，昭和55，60年

度と平成２年度でマクロ・フライペーパー効果

が生じていないことが分かる。また，地方交付

図３　不交付団体のケース 図４　歳入に占める地方交付税の割合が高い

      交付団体のケース

地方交付税交付と同時に，地方税を実質的に

減税することで地方公共財の最適供給量が実現

できる（フライペーパー効果は生じない）。

  地方税を実質的に減税しても、減税額に制約

があり地方交付税が相対的に多額なため，地方

公共財は最適供給量よりも多く供給される（フ

ライペーパー効果が生じる）。
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表12  都市財政におけるフライペーパー効果の実証結果
マクロ・フライペーパー効果
地域別

人口規模別

交付／不交付団体別

ミクロ・フライペーパー効果

５％有意水準で
   ＦＥ：フライペーパー効果が認められる
     ×：フライペーパー効果がない(という仮説が棄却できない)

14 )  昭和50年度は，『市町村別決算状況調』に地方税の各税日毎の収入が掲載されていないため，分析できな

 かった。
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税の交付額の方が固定資産税の税収より大きい

都市では，どの年度でもフライペーパー効果は

生じているといえる。

  以上より，固定資産税の税収の方が地方交付

税の交付額より大きい都市では，図３のように

マクロ・フライペーパー効果が生じない状況に

あることがいえた。さらに踏み込んで言えば，

日本の地方財政制度の下では，地方交付税（普

通交付税）が交付されているがそれほど多くな

く都市では，実質的な地方税減税が行われて，

フライペーパー効果が生じない状況になってい

る可能性があると言える。この時期の日本経済

の状況として，地価が上昇傾向にあり，地方公

共団体が評価額を据え置いたのに伴い評価率が

実質的に下がったことによる影響が，この結果

に反映されているとも言える。ただし，これら

の都市で実際に固定資産税の課税対象資産の評

価率を（意図するか否かに関わらず）抑制する

ことで減税を行っているかどうかは，固定資産

税の課税状況を確かめなければならない。けれ

ども，（明確な因果は留保しても）固定資産税

の税収の方が地方交付税の交付額より大きい都

市でフライペーパー効果が生じていないことは

明確に示された。

  一方，日本の都市の大多数である地方交付税

の交付額が固定資産税収よりも多い都市では，

フライペーパー効果が認められた。このこと

は，図４が示す通り，地方税の実質的な減税が

相殺できないくらい地方交付税が交付されてい

るために，それだけ地方歳出を大きくしている

ことを明らかにした。

  ここで，議論の混乱を避けるためにまとめて

おく。これまでのフライペーパー効果の検定結

果は表12のようにまとめられる。フライペー

パー効果が生じる要因として，日本の地方財政

制度の下では地方税（特に固定資産税）の減税

に制約があることが示された。ただ，地方政府

に課税自主権がほとんどない日本の地方財政制

度の下において，フライペーパー効果が生じる

ことの政策的含意は，地方交付税の交付と（そ

れ相当額の定額の）国税減税とは異なった経済

の値を求めることとする。つまり，地方交付税

Ｚの係数の推定値を国税・道府県税課税後所得

Ｙの係数の推定値で除した値がフライペーパー

効果の大きさとなる。この値はＨｉｎｅｓ－Ｔｈａｌｅｒ

(1995)，Ｂｅｃｋｅｒ(1996)などでも用いられており，

この値を用いることによって先行研究との直接

的な比較が可能となる。

  これまでの結論により，日本の都市財政では

交付団体にマクロ・フライペーパー効果が存在

することから，各年度の交付団体におけるマク

ロ・フライペーパー効果の大きさを示すと，次

のようになる。

  この結果，マクロ・フライペーパー効果があ

る都市では，約５から約29(4.879～28.975)の

大きさであることが分かった。

  Ｂｅｃｋｅｒ(1996)によると，フライペーパー効果

の大きさを線形モデルで推定したときと対数線

形モデルで推計したときとでは，線形モデルの

方が大きく出るという結果が示されている。

Ｂｅｃｋｅｒ(1996)の結果から考えると，この値を

的効果をもたらす（等価でない）ということで

ある。フライペーパー効果が認められた都市で

は，地方交付税の交付が国税減税よりも地方歳

出を大きくするといえるのである。

Ⅳ－2　フライペーパー効果の大きさ

  ここでの推定結果から，日本の都市財政にお

けるフライペーパー効果の大きさを計測するこ

とが出来る。いま，(2)式を変形し，かつ本稿で

の代表的個人の仮定から，

のとき，フライペーパー効果があることを意味

する。上式から，フライペーパー効果の大きさ

として，ここでは，
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表13　対数線形モデル

推定法：ＧＭＭ

とする。推定法は，Ⅲ節と同様ＧＭＭを用い，

操作変数もⅢ節と同様である。フライペーパー

効果がないという帰無仮説は，β1＝β2ではな

く，β1＝（Ｚ／ｙ）β2である。なぜならば，(7')

式ではβ1=ε yG , ，β2＝ε zG , であるから，弾力

性表現によるフライペーパー効果の検定を行う

ためである。

  (7')式の推定結果は表13の通りである。表13

では交付団体の全都市と，交付団体中地方交付

税が固定資産税収より多い都市を標本とした結

果のみ推定した。前述のように，ＰＥテストで対

数線形モデルが棄却された標本がある中で，こ

れらの標本では棄却されていなかったため，特

定化の誤りはないものとして結果を採用できる。

フライペーパー効果の検定は帰無仮説について

のＷａｌｄ統計量とp値が示されている。表13での

結果は，線形モデルでの推定結果と同様にこれ

らの標本では全てでフライペーパー効果が認め

られた。

  対数線形モデルでのフライペーパー効果の大

きさも(9)式で定義されるが，

もってフライペーパー効果の大きさがロバスト

なものであるかは断定できない。

  そこで，対数線形モデルでフライペーパー効

果の大きさを推計する。ここでは地方公共財の

需要曲線を対数線形型.
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として計算できる15 )。表13の結果から，各年

度の交付団体におけるマクロ・フライペーパー

効果の大きさを示すと，次のようになる。

で，従来の地方交付税の交付に代わり，国税を

減税して地方公共団体に課税自主権を与えるこ

とを行ったならば，地方歳出に対する両者の効

果はフライペーパー効果の大きさの分だけ異な

るということである。両者を等価と見て地方分

権を進めれば，地方公共財は現状よりも少なく

供給されることになる（ただしこの時点で，そ

の供給量が最適供給量より過大か過小かは判断

できない）。つまり，日本の都市の大多数でフ

ライペーパー効果が認められるという結果か

ら，フライペーパー効果の影響を考慮に入れて

地方分権の改革（特に地方公共団体の財源のあ

り方）を進めなければ，予定していたよりも地

方歳出が少なくなり，目指していた地方分権が

達成できなくなる可能性があると言える。した

がって，本稿でのフライペーパー効果の分析

は，今後の地方分権のあり方を考える意味でも

重要である。

  この結果対数線形モデルでのマクロ・フラ

イペーパー効果の大きさは約７から約 1 2

(6.840～11.948)であることが分かった。両方

の結果から，マクロ・フライペーパー効果の大

きさとして，10前後であることは少なくとも一

致する値である。

  これは，アメリカの地方政府におけるフライ

ペーパー効果の値(例えば，Ｈｉｎｅｓ－Ｔｈａ ｌ ｅ ｒ

(1995)のＴａｂｌｅ １での値は，対数線形モデルの値

で0.25～1.06)よりも大きい傾向にあると言え

る。このことからも，地方政府の行動に制約が

課されている日本の地方公共団体では，それだ

け大きくフライペーパー効果が現れると言える。

  フライペーパー効果の大きさが10前後である

とは，国税を減税するときに比べて地方交付税

を交付するときの地方公共財供給量（地方歳

出）の増加が約10倍であることを意味する。こ

の政策的含意は，今後の地方分権に向けた改革

Ⅴ．結　　論

  本稿では，日本の都市におけるフライペー

パー効果について実証分析を行った。日本の都

市財政についての先行研究の結果を踏まえてこ

れらの結果を考えると，部分的なサンプルでは

不十分で，この推定をもって日本の地方政府で

のフライペーパー効果の有無を論じるのはミス

リーデングである。本稿の意義の１つは，わが

国の都市財政におけるフライペーパー効果につ

15)    ここでのＧ／Ｙ，Ｇ／Ｚは標本の平均を用いている。これは，先行研究と同じ計算方法である。
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いての包括的な実証分析を行ったことである。

本稿での推定結果から，日本でのフライペー

パー効果の説得的な説明の一つとして，不交付

団体ではフライペーパー効果が認められないも

のの，交付団体，特に地方交付税が固定資産税

収より多い交付団体ではフライペーパー効果が

認められるということが言える。このことが，

地方歳出総額でのマクロ・フライペーパー効果

についても，民生費と普通建設事業費でのミク

ロ・フライペーパー効果についても同様に言え

ることを明らかにした。

  本稿の分析した通り，日本の都市財政におい

てフライペーパー効果が存在するとき，国の政

策として，国税減税を行うことと地方交付税を

交付することとは同じ効果をもたらさないこと

になる。また，もし国（中央政府）がフライ

ペーパー効果を正しく認識しなければ，財政力

格差を是正するために地方交付税を交付する

と，都市が国が予定している以上に歳出（地方

公共財供給）を増やしてしまう可能性があると

いうことである。さらに，今後進められる地方

分権への政策的含意としては，地方交付税を縮

小して国税から地方税へと財源を移転して地方

に課税自主権を与えたとき，フライペーパー効

果を考慮しなければ予定したよりも地方歳出が

小さくなる可能性があるということである。

  ただし，フライペーパー効果と地方公共財の

最適供給の関係については，一意的な関係を示

すことは出来ない。つまり，フライペーパー効

果が生じているから地方公共財が過大供給され

ているとは必ずしも言えない。この関係につい

ては，別途分析を進める必要がある。

  本稿では，クロスセクション・データによる

分析にとどまった。これはデータの制約からで

はあるが，日本におけるフライペーパー効果の

分析から政策的含意を得るためには，時系列的

な分析も必要である。特に，地方財政は景気の

動向に左右されやすい傾向があるだけに，別の

時点でのフライペーパー効果の有無，そして

（データが利用可能ならば）フライペーパー効

果の時系列的な動向については，今後の課題と

したい。

付録　データの構築

各都市のデータの出典は以下の通りである。

・自治省財政局『市町村別決算状況調』

  歳出総額，民生費，普通建設事業費，地方税

  （市町村税），地方交付税，国庫支出金，都道

  府県支出金，財政力指数

・総務庁統計局『国勢調査報告』

  人口，０歳から４歳までの人口割合，５歳か

  ら14歳までの人口割合，65歳以上の人口割

  合，失業率，持ち家比率，第１次産業の就業

  者の構成比，第２次産業の就業者の構成比

・東洋経済新報社『週刊東洋経済臨時増刊

  地域経済総覧』

  人口密度，高額所得者・納税者数，面積

     (ただし，高額所得者・納税者数は東京商

    工リサーチ調べ)

高額所得者と高額納税者については，昭和

57年までは申告所得が1000万円超の高額所

得者が，昭和58年からは税額が1000万円超

の高額納税者が全国の税務署で公示されて

いる。また，昭和50年度のデータが入手で

きなかったため，昭和52年度のデータで代

替している。以上の事情により，ここでの

データは昭和52，55年度は高額所得者，昭

和60年度，平成２年度は高額納税者の各都

市の人数を利用している。

・市町村税務研究会『個人所得指標』・日本マー

  ケティング教育センター刊

  課税対象所得額

・国税庁『国税庁統計年報書』

  国税徴収決定済額（都道府県別）
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・自治省『地方財政統計年報』

  道府県税収入総額(都道府県別)

   推定式の説明変数は，次のように構築した。

Ｙ i ：国税・道府県税課税後(市町村税課税前)

   所得。

   国税と道府県税の合計額を市町村税収入総額

   が属する都道府県で占める当該都市の割合で

   按分した額を，その都市の国税・道府県税納

   税額とした。国税・道府県税課税後(市町村

   税課税前)所得とは，課税対象所得額から上

   記の国税・道府県税納税額を引いた額を用い

   た。

Ｚ i ：地方交付税総額(普通交付税+特別交付

   税)。

Ｍi  ：国庫支出金＋道府県支出金。

ｎi  ：人口。
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